
（参考３）都道府県等のＰＣＲ検査機能を地域の医師会等に委託するスキームについて

（「４．地域外来・検査センターにおいて主に検体採取を行う場合」の㋑の場合）

「地域の診療所等」と
「地域検査センター」を合わせて
「帰国者・接触者外来」の機能を担う

地域検査センター
※ 主に検体採取
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地域の診療所等
（都道府県等と検査の委託契約を締結）
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※適切な感染対策及び診療体制の整備が必須。

患 者

厚労省

都道府県、
保健所設置市、特別区

・ 感染症予防事業費等負担金

・ 新型コロナウイルス感染症
緊急包括支援交付金

運営に係る費用
（人件費、備品費、消耗品費等）

帰国者・接触者相談センター

診療報酬
初再診料、検査料等

検査（検体採取）に
係る行為への契約料

設備整備に係る費用
（個人防護具、簡易診察室の
設備整備等）

国の負担割合１／２
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